
国産農畜産物の競争力強化に向けた生産面での取組強化

【産地生産拡大プロジェクト支援事業

１，２１２（１，２６５）百万円】

対策のポイント

市町村内の農業関係者が一丸となって行う、農業産出額の増加を目標と

した産地づくりを総合的に支援します。

（平成18年の農業産出額について）

全国の農業総産出額 前年より2.6％減少・ は８兆2,900億円で

野菜 24.8％ 米 21.9％ 果実 9.1％ 乳用牛 9.0％ 鶏 7.9・ 部門間の構成は、 が 、 が 、 が 、 が 、 が

％ 豚 6.0％ 肉用牛 5.6％、 が 、 が

市町村別 １位愛知県田原市、２位宮崎県都城市、３位新潟県新潟市・ では、

政策目標

食料・農業・農村基本計画で掲げられた食料自給率目標

（生産額ベース）７０％（Ｈ１５） → ７６％（Ｈ２７）

達成への貢献

＜内容＞

１．市町村の農業関係者が一丸となって行う産地づくり活動を推進

市町村と農業関係者で構成する市町村産地強化協議会 農業産出額の増加目標が行う

推進活動 ３年間支援 ２年目、３年目の補助率は、の達成に向けた を します。この際、

します （初年度は１／３、２年目、３年前年における目標の達成度合いにより変動 。

目は、１／２、１／３、１／４のいずれかに変動）

【補助率 １／３以内等】

【 （ ） 】産地生産拡大プロジェクト支援事業推進費 １２ １５ 百万円

２．産地づくりに必要な施設・機械等を一括整備

市町村内の農業関係機関 目標の達成に向けて必推進活動への支援と併せて、 が行う

要な施設・機械等の整備を一括して支援 市町村の裁量により、整備します。この際、

することする施設・機械等ごとに補助率１／５～４／５の範囲で自由に設定し、補助

が出来ます。

【交付率 １／２以内等】

【 ， （ ， ） 】産地生産拡大プロジェクト支援事業整備交付金 １ ２００ １ ２５０ 百万円



①推進事業 市町村産地強化協議会３．事業実施主体

②整備事業 市町村、農業協同組合、農業生産法人等

平成２０年度～２２年度４．事業実施期間

[担当課：生産局総務課生産推進室（０３－３５０２－５９４５（直 ）]）



産 地 生 産 拡 大 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 事 業

市町村における農業産出額
の増加目標の達成に向けた
取組を総合的に支援

産地生産拡大プロジェクト支援事業推進費 １１，６０３千円
産地生産拡大プロジェクト支援事業整備交付金 １，２００，０００千円

前年の目標達成度に応じて、
国の推進活動の補助率が変動
（２年目・３年目）

目標達成に必要な施設・機械
の一括整備が可能（１年目）
補助率は市町村の裁量で可変

ポイント① ポイント② ポイント③

推進活動の実施
（補助率１／３）

１年目

複数の施設・機
械の一括整備

国から市町村への交
付率は１／２等
市町村の裁量で各施
設・機械整備の補助
率を１／５～４／５で
変動することが可能

２年目

３年目

産地強化計画
を策定

∥
農業産出額の
増加目標を
設定

農業産出額の増加
（３年目又は１～３年目の平均値）

∥
目標達成

推進活動の実施

補助率は、前年の達
成度に応じて
目標の３割超達成

→ １／２
０～３割 → １／３
０以下 → １／４

推進活動の実施

補助率は、前年の達
成度に応じて
目標の７割超達成

→ １／２
３～７割 → １／３
３割以下 → １／４

市町村内の農業関係者が一丸となり、主体性と創意工夫を発揮して行う
生産拡大に向けた産地改革を促進することにより、国内農業生産の増大を
先導し食料自給率向上の中核を担う産地を確立する。

《支援の流れ》
①推進事業（１～３年目）

国 → 産地強化協議会
②整備事業（１年目）

国 → 市町村 → 事業実施主体

産地強化協議会は、農業産出額の増加に向けて、
・新技術や新輪作体系を短期間で確立・普及
・多種多様な販路開拓による産地ブランドの強化
・収益性の高い新規作物の導入による新産地の形成

等地域の主体性と創意工夫による取組（プロジェクト）を実施。
※ 毎年度の農業産出額は、産地強化協議会が算出方法を設定し、調査・算出します。

市町村の農業
関係機関で構成する
産地強化協議会

を設立
（代表：市町村長）



農業産出額の増加に向けた産地の取組事例

○大豆・麦の新技術・施設の整備により
生産規模の拡大、品質向上を目指す。

○担い手を中心とした、法人化の推進
とキャベツ等の新規園芸作物・観光農
業等の導入を促進する。

○ハトムギ・ひまわり等の加工品を開
発し、ＰＲ活動の展開、各種イベント参
加による販路・消費の拡大を図る。

・新技術普及のための研修会の開催、園芸品
目の栽培講習会の実施
・加工品開発等に向けた検討会の開催、試作
品の作成
・販路拡大に向けた意見交換会の実施
・直売所・スーパー等でのＰＲ活動の実施
等

・大豆・ハトムギの生産、乾燥調製機能の
基盤確立のため、大豆・ハトムギの乾燥
調製施設の整備
・麦の低温貯蔵施設の整備

Ａ町の取組事例 Ｂ町の取組事例

○フルーツトマトの共同育苗施設を導入
し、品種・系統及び肥培管理の統一によ
りブランド化を推進する。
さらに、共同選果施設を導入し、品質

基準の格差解消、選別時間を軽減し更
なる作付拡大を図る。

○消費者ニーズに合わせたアスパラガ
スの選別施設を導入し、労力の軽減、
収量・単価の向上を図る。

計画の概要

整備事業

・新規作物栽培技術向上のため技術講習会の
開催
・地場企業との連携の下、春小麦加工品の開
発及び試食により消費者の反応を調査
・町の消費実態及び市場の調査
等

・トマトの選果施設（フリートレー方式）の
整備
・アスパラガスの選別施設の整備
・低コスト耐候性ハウスの整備

Ｃ市の取組事例

○労働時間の削減、農業所得の確保
など、担い手中心の効率的かつ安定
的な農業経営の確立を推進する。

○アスパラガスの選別出荷施設を導入
し、鮮度保持、品質の高位平準化及び
出荷調整による収量増加を図る。

○小麦品質分析計の整備により品質向
上を図り、実需者の信頼を確保する。ま
た、分析結果を元に生産者へ栽培技術
改善指導等を実施し、高品質・高収量を
両立する。

・小麦の新品種と従来品種の比較試験の実施
・生産者向けの水稲・小麦の生育ステージ毎の
技術講習会の開催
・グリーンアスパラガスの露地灌水試験の実施
及び灌水施設の普及活動の推進
等

・グリーンアスパラガスの選別出荷ライン
の導入
・利雪型予冷庫の整備
・生小麦分析計の導入

推進事業

計画の概要 計画の概要

推進事業 推進事業

整備事業整備事業
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